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労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

健
康
管
理
手
帳
の
交
付
の
対
象
と
な
る
業
務
に
、
オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン
（
こ
れ
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超

え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
を
追
加
す
る
こ
と
。

第
二

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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一
頁

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正

一

オ
ル
ト
―
ト
ル
イ
ジ
ン
（
こ
れ
を
そ
の
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
を
含
む
。
）
を

製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
業
務
に
従
事
し
て
い
た
者
に
係
る
労
働
安
全
衛
生
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
要
件
を
、
当
該
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
こ
と
等
と
す
る
こ
と
。

二

様
式
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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